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第 10回 耳川水系総合土砂管理に関する評価・改善委員会(R3.7.21)での指摘事項と対応 

指摘事項  対   応 備 考 

1.裸地面積について 

・現在の評価方法では、裸地と崩壊地が区別できていないため、濁水発生源の詳細な

特定に至っていない。濁水発生源の特定が必要である。ヒアリングのとき崩壊地の

位置情報を入手し、衛星画像でチェックすることによって発生源を特定していける

と考える。 

・衛星画像の分解能から、裸地と崩壊地を区別することは難しい。今後、新しい評

価方法を検討していく。 
「資料④-1_山地領

域」参照 

2.ダム通砂運用について 

・昨年 7月初旬の前線性出水は、山須原ダム地点流入量が 700m3/s を超えたものの、

通砂対象外であった。今後も前線性降雨で 700m3/s を超える出水が発生すると予想

されるが、通砂を行うことは考えないのか。 

・通砂実施対象については、河川内の土砂の動き等を技術的に検討し、台風出水

に絞った経緯がある。また、通砂に伴うダム水位の事前低下に当たっては、下

流河川の安全を考慮しながら行う必要があり、諸準備に 2日程度を要する。こ

のため、事前予測が重要となる。出水予測精度などが向上すれば前線性出水で

の通砂実現性は高まる。ただし、前線性出水を対象に追加しようとする場合、

利水、治水、環境面での技術的検討及び「利水関係者（灌漑、水道の利水者な

ど）」との調整・協議が必要と考えている。 

― 

3.濁水の評価について 

・椎原橋の高濁度は、山須原ダムの上流に位置するためダム通砂の影響というよりも

崩壊地の土砂流入が影響していると推察する。一方、下流の東郷大橋では、ダム通

砂が影響しているのか、山地領域の土砂流入が影響しているのかが分かりにくい。

・今後、モニタリング方法も含め評価方法について検討する。 「資料④-3_河道領

域」参照 

4.評価方法の見直しについて 

・問題・課題について、例年になく赤(悪化傾向)が多いにも関わらず、各領域の総合

評価では従来の方法に基づいているため最終評価がオール「△」になっている。特に、

令和 2年は流域にとってはインパクトの大きかった年であるのに、評価に現れていな

い。通信簿の評価の仕方や重みづけについて、これを機に検討してはどうか。

・委員からの意見を踏まえた折衷案として、今年の判定は従来どおりとし、各領

域の総合評価に対して委員会での意見を踏まえたコメントを付けることで対

応する。コメントの内容は事務局で案を作成し、後日委員に確認する。今後モ

ニタリング方法も含め、評価方法について検討する。 

― 
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第 11 回 耳川水系総合土砂管理に関する評価・改善委員会(R4.7.25)での指摘事項と対応 

指摘事項  対   応 備 考 

1.ダムの通砂運用方法について 

・通砂体制について、３つのダムで同時に通砂体制をとるのではなく、部分的に運用

や個別のダムで試験を行うことはできないのか。 

・3 ダムの連携通砂の評価がまだできていないことから、まずは連携通砂の評価

ができてからと思っている。 

・部分的運用については、技術検討会などを実施して、方法があれば検討をしてい

きたい。 

－ 

2.不土野の崩壊地について 

・上椎葉ダムに流入する濁質の約 4割が不土野川の上流の崩壊地から入ってきている

という結果が得られており、不土野で土砂流出対策をすることによってかなりの濁

水の発生を抑え込めるのではないか。 

・不土野の崩壊地の周りでは伐採が進められており、保水機能が低下し、崩壊地が拡

大する懸念がある。伐採をうまくコントロールする方法はないか。 

・令和 4 年度には約 40ha の地滑り防止区域指定に向けて林野庁と手続きの準備

を行っており、指定が完了次第、地下水の排除工や崩壊面の緑化に着手する予

定である。 

・木材価格の高騰もあり、保安林の網がかぶっていないものについては規制が難

しいが、椎葉村役場や駐在を通じて状況を把握して対応を考えていきたい。 

－ 

3.評価方法について 

・河床材料の評価（粗粒化の解消等の観点）と漁協の評価（産卵床等の観点）は、評

価軸が違う気がする。 

・事業等が大体完了し、現状はいい状態なのか、それとも改善すべき点が多いという

状態なのか。 

・最上流の上椎葉ダムの上流域までも含めて具体的な改善をしていかなければいけな

いということで、目標の範囲が広まってきている。モニタリング項目や評価項目に

ついて位置づけをしっかり設定してもらいたい。 

・改善が必要なところ、不要なところの整理も重要であるが、評価項目や改善項目の

中で重要度も検討する必要がある。

・調査結果とヒアリング結果が一致しない項目もあるため、今後の評価方法につ

いて中間とりまとめの中で検討していきたい。 

・現状としては、これから本格的にダムの通砂が始まっていくということで、そ

の効果発言を見ていく段階であると認識している。今後の中間とりまとめの中

で課題の抽出等を行っていく認識である。 

・中間とりまとめにおいて、参考にさせて頂く。 

「資料⑥_項目、手

法、行動計画、用語の

見直しについて」参照 
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第 12回 耳川水系総合土砂管理に関する評価・改善委員会(R5.7.20)での指摘事項と対応 

指摘事項  対   応 備 考 

1.ダムの通砂運用方法について 

・ダム貯水池の上流側が堆砂傾向ということは、今後出水のたびに上流側の河床が上

昇するのではないか。 

・シミュレーションの結果を見ると、堆砂するところと減砂するところは出水規

模などによって変化すると思われる。引き続きモニタリングしながら確認して

いきたい。 

「別資料_ダム通砂技

術検討委員会での検討

結果についてのご報

告」参照 

2.濁水の継続について 

・不土野等の崩壊地について書かれているが、耳川委員会及びワーキンググループの

判断は、この崩壊地が濁水の一番の原因と考えているのか。 

・濁りのひどさを考えると、不土野以外にも崩壊地があるのではないかと考えている。 

・不土野の濁水の発生原因の究明や濁水の軽減対策の検討を含めて、技術検討会を立

ち上げてみてはと思う。是非、実施する方向で検討いただきたい。 

・平成 17 年の出水時には河川の濁りは 2 週間程度で収まった。しかし、令和 4 年出

水では、平成 17 年ほど土砂の流出がなかったにもかかわらず濁水が続いている。

流入した土砂だけが流れるのではなく、ダム底のシルト層が流れているのではない

かと考えている。 

・濁りは山地の崩壊地等から流入してくると考えており、昨年も宮崎大学の入江

委員から不土野の崩壊地が濁水発生原因の一つと指摘を頂いている。 

・不土野以外の濁水の発生源は、把握出来ていない。 

・不土野地区の濁水の原因究明と対策の検討会立ち上げについては、関係者や関

係機関との調整があるので、持ち帰って検討させていただく。 

・ダム通砂による土砂動態を事前に把握するため、水理模型実験で確認した。出

水を与えたときにダムの上流の土砂が流れたところは、ダム通砂前までに土砂

移動工事を実施した。なお、本当に流れていないかどうかについては、鉱物解

析等、詳細な解析を行わないと判断出来ない。 

「資料④-3_河道領

域」p33,34 参照 

3.評価方法について 

・魚類の方向性評価は主語が「アユの産卵床の状態」となっているが、状態評価は「魚

類の状態」となっている。「魚類の状態」というのは「アユの産卵床の状態」という

ことで良いか。

・方向性はアユの産卵床で評価し、状態はヒアリング結果で評価している。ヒア

リングは「アユの産卵場となる河床材料が増えてきたか」という視点であるた

め、そのように認識している。 

「資料④-3_河道領

域」p43,44 参照 

4.事業の取り組みの効果について 

・平成 17 年出水と同規模の出水があった中で、平成 17 年と比べると今回の被害状況

が少なかったのは事業の取り組みによる改善の効果があったと思われる。そのよう

な評価について耳川通信簿にどのように反映するか教えて頂きたい。 

・令和 4 年出水は、平成 17 年出水と同規模でありながら、かなり被害が抑えられて

いる。4 者の連携で取り組んできた成果であることを踏まえて、総合評価にコメン

トした方が良い。

・耳川水系総合土砂管理は、平成 17 年の災害を契機に取り組み始めた事業であ

り、取り組みによる改善の効果があったことは確認している。一方、依然被害

が出ている点があるため、今後の取り組みが必要との認識もしている。総合評

価のコメントには、このような点を踏まえ、記載内容を修正する。 

― 
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